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答　
（
学
校
教
育
課
）

　

耐
震
補
強
工
事
は
、
24
年

４
月
か
ら
準
備
を
行
い
、
夏

休
み
中
に
工
事
を
計
画
し
て

い
る
が
、
完
成
は
10
月
頃
の

予
定
で
あ
る
。

　

予
算
計
上
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２
カ
年
継
続
事
業
の
耐
震
補

強
・
大
規
模
改
修
工
事
で
、

郡
中
小
に
総
額
１
億
５
４
０

万
円
の
約
40
％
を
計
上
し
、

改
修
内
容
は
外
壁
塗
装
が
主

な
も
の
で
あ
る
。
北
山
崎
小

は
総
額
１
億
２
２
０
０
万
円

の
約
40
％
を
計
上
し
、
ト
イ

レ
、
放
送
設
備
、
屋
根
等
を

予
定
し
て
い
る
。

が
、
Ｊ
Ａ 

全
農
え
ひ
め
菌
床

セ
ン
タ
ー
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
菌

床
を
仕
入
れ
、
栽
培
し
て
で

き
あ
が
っ
た
も
の
を
販
売
す

る
。

　

菌
床
栽
培
に
つ
い
て
は
、

母
体
と
な
る
「
な
ぎ
さ
園
」

の
理
事
長
が
今
治
市
の
来
島

会
の
理
事
長
で
、
菌
床
栽
培

を
先
駆
け
て
行
っ
て
お
り
、

技
術
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
や
設
備

に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。

　

作
業
内
容
に
つ
い
て
も
前

例
が
あ
り
、
障
害
者
に
合
っ

た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

※
「
就
労
継
続
支
援
事
業

所
」
と
は
、
障
害
者
自
立

支
援
法
に
基
づ
く
就
労
継

続
支
援
の
た
め
の
施
設
で

す
。

　

形
態
に
は
Ａ
と
Ｂ
の
２

種
類
が
あ
り
、「
Ａ
型
」
は

障
害
者
と
雇
用
契
約
を
結

び
、「
Ｂ
型
」
は
雇
用
契

約
を
結
ば
ず
に
、
就
労
の

機
会
を
提
供
す
る
事
業
で

す
。

施設の建設現場（本郡）

耐震補強予定の北山崎小体育館

民
生
文
教
委
員
会

朝
凪（
あ
さ
な
ぎ
）会
へ
の

施
設
整
備
事
業
費
補
助
金

問①
社
会
福
祉
法
人
朝
凪
会
が
、

国
庫
補
助
事
業
で
就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
事
業
所
（
※
）
と

し
て
建
設
す
る
椎
茸
菌
床
栽

培
施
設
の
建
設
予
定
地
の
面

積
及
び
全
体
の
事
業
費
に
対

す
る
市
の
補
助
割
合
は
。

②
施
設
の
作
業
内
容
は
。

答　
（
福
祉
課
）

①
敷
地
面
積
は
９
９
５
・
58

平
方
㍍
、
建
築
延
べ
面
積
は

５
０
９
・
83
平
方
㍍
で
あ
る
。

　

本
体
工
事
費
が
１
億
１
５

８
２
万
５
５
０
０
円
で
あ
る
。

こ
の
国
庫
補
助
事
業
で
は
、

補
助
基
準
額
が
７
０
１
０
万

円
で
あ
り
、
３
分
の
２
を
国

が
、
３
分
の
１
を
県
が
補
助

し
、
市
は
県
補
助
金
相
当
額

の
補
助
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

②
媛
王
（
ひ
め
お
う
）
と
い

う
椎
茸
の
菌
床
栽
培
を
行
う

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム 

設
置
事
業
費
補
助
金

問
　
現
在
の
申
請
件
数
と
規
模

別
件
数
は
。

答　
（
市
民
生
活
課
）

　

当
初
は
、
１
０
０
件
分
を

予
算
計
上
し
て
い
た
が
、
今

回
50
件
分
追
加
計
上
し
た
。

　

規
模
別
件
数
は
、
11
月
末

現
在
で
個
人
申
請
は
、
３
㌗

未
満
11
件
、
３
㌗
か
ら
４
㌗

未
満
38
件
、
４
㌗
か
ら
５
㌗

未
満
34
件
、
５
㌗
以
上
22
件

で
、
合
計
１
０
５
件
で
あ
る
。

法
人
は
、
国
の
制
度
が
廃
止

に
な
り
、
今
年
度
の
実
績
は

な
い
。

小
学
校
の
耐
震
補
強
・ 

大
規
模
改
修
工
事

問
　
郡
中
小
学
校
校
舎
及
び
北

山
崎
小
学
校
体
育
館
の
耐
震

補
強
工
事
の
工
期
と
予
算
は
。

下
灘
診
療
所
・
医
師
住
宅

の
無
償
貸
付
け

問
　
診
療
所
及
び
医
師
住
宅
が

建
築
さ
れ
た
時
期
と
施
設
の

管
理
修
繕
の
負
担
は
。

答　
（
健
康
保
健
課
）

　

診
療
所
は
昭
和
58
年
建
築

で
、
医
師
住
宅
は
平
成
３
年

に
旧
双
海
町
が
民
家
を
買
収

し
た
も
の
で
、
建
築
時
期
は

確
認
で
き
な
い
。

　

基
本
は
医
療
法
人
で
修
繕

を
行
う
が
、
災
害
等
に
よ
る

修
繕
に
つ
い
て
は
、
両
者
の

協
議
で
決
め
る
。


